
議第 35 号 

下呂市介護保険法に基づき地域包括支援センターの設置者

が遵守すべき基準に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

  下呂市介護保険法に基づき地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準に関する

条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり定める。 

令和７年２月 25 日提出 

下呂市長  山 内  登 

提 案 理 由 

 介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省

令（令和６年厚生労働省令第 61 号）の公布に伴い、当該条例の一部を改正するもの。 



下呂市介護保険法に基づき地域包括支援センターの設置者が遵守すべ

き基準に関する条例の一部を改正する条例 

下呂市介護保険法に基づき地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準に関する条例（平成

26年下呂市条例第43号）の一部を次のように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

（職員に係る基準及び当該職員の員数） （職員に係る基準及び当該職員の員数） 

第２条 １の地域包括支援センターが担当する

区域における第１号被保険者（法第９条第１号

に規定する第１号被保険者をいう。以下同じ。）

の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごと

に置くべき専らその職務に従事する常勤の職

員の員数（介護保険運営協議会（指定居宅サー

ビス事業者等（法第22条第３項に規定する指定

居宅サービス事業者等をいう。）又はこれらの

者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用

者又は第１号被保険者若しくは第２号被保険

者の代表者、地域住民の権利擁護を行い、又は

相談に応ずる団体等の代表者、地域における保

健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者

等のうち、地域の実情を勘案して市が適当と認

める者により構成されるものをいう。以下同

じ。）が第１号被保険者の数及び地域包括支援

センターの運営の状況を勘案して必要である

と認めるときは、常勤換算方法（当該地域包括

支援センターの職員の勤務延時間数を当該地

域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤

務すべき時間数で除することにより、当該地域

包括支援センターの職員の員数を常勤の職員

の員数に換算する方法をいう。）によることが

できる。次項において同じ。）は、原則として

次のとおりとする。 

第２条 地域包括支援センターには、次に掲げる

者を専らその職務に従事する常勤の職員とし

て置かなければならず、その員数は、次の各号

に掲げる者の区分に応じ地域包括支援センタ

ーが担当する区域における第１号被保険者の

数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに

それぞれ当該各号に定めるところによる。 



改  正  後 改  正  前 

 (１)～(３) （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、介護保険運営協議

会が地域包括支援センターの効果的な運営に

資すると認めるときは、複数の地域包括支援セ

ンターが担当する区域を１の区域として、当該

区域内の第１号被保険者の数について、おおむ

ね3,000人以上6,000人未満ごとに前項各号に

掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包

括支援センターに配置することにより、当該区

域内の１の地域包括支援センターがそれぞれ

前項の基準を満たすものとする。この場合にお

いて、当該区域内の１の地域包括支援センター

に置くべき常勤の職員の員数の基準は、前項各

号に掲げる者のうちから２人とする。 

(１)～(３) （略） 

３ 第１項の規定にかかわらず、地理的条件その

他の条件を勘案して特定の生活圏域に１の地

域包括支援センターを設置することが必要で

あると介護保険運営協議会において認められ

た場合には、地域包括支援センターに置くべき

職員及びその員数は、次の表の左欄に掲げる担

当する区域における第１号被保険者の数に応

じ、それぞれ同表の右欄に定める者及び員数と

することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他

の条件を勘案して特定の生活圏域に１の地域

包括支援センターを設置することが必要であ

ると介護保険運営協議会（指定居宅サービス事

業者等（法第22条第３項に規定する指定居宅サ

ービス事業者等をいう。）又はこれらの者に係

る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は

第１号被保険者若しくは第２号被保険者の代

表者、地域住民の権利擁護を行い、又は相談に

応ずる団体等の代表者、地域における保健、医

療又は福祉に関する学識経験を有する者等の

うち、地域の実情を勘案して市が適当と認める

者により構成されるものをいう。以下同じ。）

において認められた場合には、地域包括支援セ

ンターに置くべき職員及びその員数は、次の表

の左欄に掲げる担当する区域における第１号

被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定



改  正  後 改  正  前 

める者及び員数とすることができる。 

おおむね1,000人未

満 

第１項各号に掲げ

る者のうちから１

人又は２人 

おおむね1,000人未

満 

前項各号に掲げる

者のうちから１人

又は２人 

おおむね1,000人以

上2,000人未満 

第１項各号に掲げ

る者のうちから２

人（うち１人は専ら

その職務に従事す

る常勤の職員とす

る。） 

おおむね1,000人以

上2,000人未満 

前項各号に掲げる

者のうちから２人

（うち１人は専ら

その職務に従事す

る常勤の職員とす

る。） 

おおむね2,000人以

上3,000人未満 

専らその職務に従

事する常勤の第１

項第１号に掲げる

者１人及び専らそ

の職務に従事する

常勤の同項第２号

又は第３号に掲げ

る者のいずれか１

人 

おおむね2,000人以

上3,000人未満 

専らその職務に従

事する常勤の前項

第１号に掲げる者

１人及び専らその

職務に従事する常

勤の同項第２号又

は第３号に掲げる

者のいずれか１人 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



                        【参考資料】 

下呂市介護保険法に基づき地域包括支援センターの設置者

が遵守すべき基準に関する条例の一部を改正する条例要綱 

１．改正理由 

介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正す

る省令（令和６年厚生労働省令第 61 号）の公布に伴い、当該条例の一部を改正するも

のです。 

２．概要 

(１) 介護保険運営協議会が認める場合に地域包括支援センター職員の員数を常勤

換算法によることを可能とします。 

（第２条関係） 

(２) 上記にかかわらず、介護保険運営協議会が認める場合に複数の地域包括支援セ

ンターが担当する地域ごとの第一号被保険者の数を合算した数を基に、地域包括

支援センターに配置すべき３職種の常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援

センターに配置することにより、各地域包括支援センターがそれぞれ３職種の配

置基準を満たすものとします。 

（第２条関係） 

(３) この条例は、公布の日から施行します。 

（附則関係） 


